
食絶景北海道×ゼロカーボンアワード 北海道知事表彰 受賞ロゴ使用規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード」北海道知事表彰（以下、

「本知事表彰」という。）において表彰された商品の広報や宣伝等を目的に道が提供す

る受賞ロゴの使用について、遵守すべき事項を定めることを目的とする。 

 

（事務処理） 

第２条 本知事表彰の受賞ロゴに関する事務は、北海道経済部食関連産業局食産業振興課

（以後、「食産業振興課」という。）が行う。 

 

（使用方法） 

第３条 受賞ロゴの使用は、表彰商品の広報や宣伝等を目的に使用する場合に限るものと

する。 

 

２ 受賞ロゴの使用開始は、表彰に該当した年度の本知事表彰の表彰式以降とする。な

お、表彰に該当した年度以降も受賞ロゴの使用を認めるものとする。ただし、受賞した

商品が販売終了となった場合や、商品の受賞事由となったゼロカーボン北海道に資する

取組を中止した場合は、使用できないものとする。 

 

３ 受賞ロゴの使用を希望する者は、事前に別記様式「食絶景北海道×ゼロカーボンアワ

ード受賞ロゴ使用届出書」を電子メールにより食産業振興課に提出し、承諾を受けるこ

ととする。 

 

４ 受賞ロゴについて、次のような使用をすることはできない。 

（１）主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に使用すること 

（２）ゼロカーボン北海道の推進についての正しい理解の妨げとなるおそれがある方法で

使用すること 

（３）法令や公序良俗に反するような方法で使用すること 

（４）不当利益をあげるために利用されるおそれがある方法で使用すること 

（５）その他、本表彰の趣旨に明らかに反するような方法で使用すること 

 

（受賞ロゴの仕様） 

第４条 受賞ロゴの仕様は、別記によるものとする。 

２ 前項に基づく受賞ロゴの画像データは、食産業振興課が受賞者に提供する。 

３ 受賞ロゴの使用にあたっては、形状や縦横比率、語句を変形・改変してはならない。 



 

（誤認の防止） 

第５条 使用者は、消費者等に誤認させるような方法で受賞ロゴを使用してはならない。 

 

（使用の取消） 

第６条 次の各号に該当する事由が発生したと認定したときは、食産業振興課は使用者に

対し受賞ロゴの使用を取り消すことができる。 

（１）表彰された商品の品質が著しく低下したとき 

（２）商品の受賞事由となったゼロカーボン北海道に貢献する取組の内容について、ゼロ

カーボン北海道への貢献度が低下すると考えられる変更があったとき 

（３）使用者に重大な信用失墜行為があったとき 

（４）使用者が受賞ロゴを不正に使用したとき 

（５）使用者が受賞ロゴの仕様を意図的に変更したとき 

（６）使用者が本規程の第３条、第５条に抵触していると食産業振興課が認めたとき 

（７）食産業振興課が受賞ロゴの使用の終了を決定したとき又は道が「ゼロカーボン北海

道」ロゴの使用の終了を決定したとき 

 

（事故、苦情等の処理） 

第７条 受賞ロゴを使用した商品に関する事故、苦情等（以下「事故等」という。）が発

生した場合は、使用者が誠意を持って、使用者の責任のもとに、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

（その他） 

第８条 この規程に定めのない事項については、食産業振興課と関係者が協議して定める

ものとする。 

 

附則 

この規程は令和５年４月２０日より施行する。 

附則 

この規程は令和６年３月１３日より施行する。 



別記様式 

 

食絶景北海道×ゼロカーボンアワード受賞ロゴ使用届出書 

                                               

【届出年月日】    年  月  日 

 使 用 責 任 者        

(企業・団体等名) 
 

 

 

 

 

職・氏名  

住所  

 

 連 絡 担 当 者 

所属･職･氏名 

電話番号 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

 

 

 

 使用する商品名 

 

 

 

 

 使用内容 

・使用目的 

・使用する媒体 

・表示方法 等 

 

※商品に表示する場合は、シール貼付や直接印刷等の表示方法を記載すること。 

※受賞ロゴを使用する媒体の写真等、表示イメージがわかる資料を添付すること。 

 

 

 

 

 

使用ロゴデータ 

 

 

 □４色カラー  □単色カラー（色：      ）  □透明（白抜き） 

 使 用 期 間              年  月  日～    年  月  日 

 備     考  

 

留意事項   

 １ 「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード 北海道知事表彰 受賞ロゴ使用規程」を了承の上、 

メールで届出書を提出してください。 

２ 受賞ロゴデータは、PNG ファイル形式で提供します。 

３ 実際の表示イメージ等が届出内容と大幅に異なる場合は、速やかに報告してください。 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  《届出先》 北海道経済部食関連産業局食産業振興課 

        〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

        電話：011-204-5138  メールアドレス：shokusan@pref.hokkaido.lg.jp 



「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード」 受賞ロゴの仕様

別記

１ 形状やカラー指定は次のとおり。単色カラーは、「黒」以外のカラー使用が可能。
２ 使用者は、表彰された商品に応じた受賞ロゴを使用するものとする。
３ 「2024」と記載がある箇所は、商品の受賞年（暦年）を記載。

■ ４色カラー

■ 単色カラー

■ 透明（白抜き）


